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（参考資料）誘導区域図 

■都市機能誘導区域と居住誘導区域（全体図） 

  

 
 

※区域の境界など、詳細な区域等については飯島町役場建設水道課窓口へお問い合わせください。 

※特定用途制限地域は、令和８年度に指定を予定しています。 
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■都市機能誘導区域と居住誘導区域（飯島地区・七久保地区） 

 

 

 

※区域の境界など、詳細な区域等については飯島町役場建設水道課窓口へお問い合わせください。 

※特定用途制限地域は、令和８年度に指定を予定しています。 


